
生活保護法における指定を受けた医療機関等は、指定を受けていることがわ

かるよう、表示することとなっています。 

下記の標示例を参考に表示の実施をお願いします。 

 

（生活保護法施行規則第 13 条） 

 指定医療機関、指定介護機関又は指定を受けた助産師若しくは施術者は、様式

第 3 号の標示を、その業務を行う場所の見やすい場所に掲示しなければならな

い。 
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備考 

・この標示の規格は 

縦 12.5㎝、横 5.5㎝程度とする。 

 

・()内のうち、指定を受けた内容を 

記載すること。 

標示例 


